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2018 年 12 月 21 日 

資源エネルギー庁 

 

事業用太陽光発電の未稼働案件への新たな対応に係る詳細運用等について（お知らせ） 

 

 

2012 年度～2014年度に FIT認定を受けた事業用太陽光発電（10kW以上）のうち、運転開始期限

が設定されていない（2016 年 7 月 31 日までに接続契約を締結した）未稼働案件については、FIT

認定案件ごとに電力会社に「系統連系工事着工申込書」の提出が必要となります。申込書の様式、

提出期間、提出先については以下（１）～（３）のとおりです。 

 

（１）系統連系工事着工申込書の様式 

   各電力会社への系統連系工事着工申込書については、各社が定めることとなりますが、各社

の共通項目を記載した申込書のサンプル様式については、別添のとおりです。申込書の本様式

は、各社のホームページ（準備ができ次第、順次更新）よりダウンロードいただき、必要事項を

記入の上、御提出ください。 

 

（２）系統連系工事着工申込書の提出期間 

従来の調達価格の適用を受けるための各電力会社への系統連系工事着工申込書の提出期間は、

以下のとおりです。 

FIT認定出力 2MW未満：2019年 1 月 11 日（金）～2019年 2月 1日（金） 

FIT認定出力 2MW以上：2019年 1 月 11 日（金）～2019年 8月末目途※ 

条例アセス対象事業：2019年 1月 11日（金）～2020年 2月末目途※ 

 

※ FIT 認定出力 2MW 以上及び条例に基づく環境影響評価の対象事業に係る提出期限は、後日

公表いたします。 

  

（３）系統連系工事着工申込書の提出先 

  系統連系工事着工申込書の提出先は、特定契約を締結している買取事業者です（当該買取事

業者経由で一般送配電事業者に申込書を提出することになります）。詳細な提出先や提出方法は

各電力会社のホームページを御確認の上、必要に応じて各買取事業者にお問い合わせください。

経済産業省は、事業用太陽光発電の未稼働案件による国民負担の抑制に向けた新たな対応につ

いて、意見公募手続の結果を踏まえ、2018 年 12月 5日に方針を決定し、公表しました（公表内

容はこちら http://www.meti.go.jp/press/2018/12/20181205004/20181205004.html）。近日中の

御案内予定としておりました、系統連系工事着工申込みに係る詳細運用及び手続方法について、

下記のとおりお知らせいたします。なお、未稼働案件の対応の適用除外に関する詳細運用及び手

続方法については、近日中に御案内いたします。 

http://www.meti.go.jp/press/2018/12/20181205004/20181205004.html


  

2 
 

なお、本申込書は地方経済産業局、JPEA 代行申請センター等の経済産業省の各機関では受け付

けておりません。 

 

＜系統連系工事着工申込書の提出に関する注意点＞ 

・提出期限日時点で FIT 制度に基づく再生可能エネルギー電気の供給を開始していないもの

については、申込書の提出が必要となります。 

・提出後、運転開始までの間に再生可能エネルギー発電事業計画の変更認定申請を行った場

合、改めて系統連系工事着工申込書の提出が必要となります。 

・提出期限を過ぎてから提出される場合は、従来の調達価格の適用を受けるための受領期限

（FIT 認定出力 2MW未満の場合、2019年 3月 31日）までに系統連系工事着工申込みが受領

されることが保証されませんので、できるだけ早期に御提出ください。 

・提出期間内に提出された場合でも、電力会社から請求されている工事費負担金が未入金のもの

や申込要件を満たしていないもの、記載内容に不備があるものは、受付期間内に申込みがあっ

たものとみなされない場合もありますので、御注意ください。 

・未稼働案件対応の適用除外への該当については、系統連系工事着工申込みの前に経済産業

省から確認を受ける必要があります。適用除外を希望される場合は、経済産業省による適用

除外の確認を受けた上で、提出期間内に系統連系工事着工申込書を提出してください。適用

除外に関する詳細運用及び手続方法については、近日中に御案内いたします。 

・他の電力会社や経済産業省各機関等へ誤って提出した場合は、提出期間内に適切な提出が

あったものとみなすことはできません。提出期限の直前の申込みの際には十分に御注意く

ださい。 

 

◆ 本件に関するお問合せ窓口 

各電力会社のホームページ（準備ができ次第、順次更新）を御確認の上、各買取事業者にお問

い合わせください。 

  以上 
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別添 
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